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公共工事入札の申請書類の簡素化の
検討状況・今後の方針について



公共工事入札の申請書類の簡素化の検討状況・今後の方針（概要）

 公共工事の入札・契約に関する手続については、規制改革推進会議の「行政手続コスト
２０％削減」目標の中で鋭意取り組んできており、平成３０年１２月の計測値を基準に
令和２年末までに目標を達成するため、さらなる添付書類の削減等強力に推進する。

①建設業許可・経営事項審査 ⇒ ３～４頁＜国土交通省＞

 経営事項審査申請について、早期のオンライン化を実現するとともに、オンライン化に当
たっては、BPRを徹底して、申請書類の簡素化、ワンスオンリーの徹底等を行い、行政手
続コストの更なる削減を実現する。（令和２年度検討、遅くとも令和４年度措置）

②競争入札参加資格審査 ⇒ ５頁＜国土交通省＞、７頁＜総務省＞

 地方公共団体における競争入札参加資格審査申請については、地方公共団体及び事業者に
おける実態把握及び意見聴取を踏まえ、地方公共団体における審査に最低限必要とされる
項目及び添付書類を整理して、標準書式を作成する。

 また、各地方公共団体の状況に応じて電子申請システムへの反映に結びつける。
（令和２年度以降、速やかに措置）

③入札・契約 ⇒ ６頁＜国土交通省＞
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